別表１

（補助の対象となる経費）
[bookmark: _GoBack]
	立ち上げ費用
	立ち上げ費用
	立上げに必要な机、椅子、介護予防に資する機材等の購入に係る費用

	運営費用
	報償費
	講師謝金

	
	需用費
	消耗品費、光熱水費、燃料費、材料費、修繕費、医薬材料費、印刷製本費

	
	役務費
	保険料、通信費、郵便代、送料、クリーニング代

	
	使用料及び賃借料
	会場借上料、機材借上料、駐車場使用料

	
	備品購入費
	運動補助器具購入費、椅子・机・ラジカセ・冷暖房器具購入費、パソコン購入費

	
	その他
	その他町長が認める経費



